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項    目 内容 備考 

(目的) 

第 1 条  

 

 

 

(一般事項) 

第 2 条  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(作業内容及び数量) 

第 3 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本業務は、淀川水系土地改良調査管理事務所の業務概要を所外

の者に説明するためのパンフレットを作成するものである。 

  

 

 

本業務を実施するにあたっての一般事項は、次のとおりである。 

(1) 原稿作成にあたっては、受注者は、発注者が貸与するデータを

基本として、利用しやすさ等の観点から内容及び構成について

検討を行うものとする。 

(2) デザインにあたっては、視認性に優れ、訴求対象に興味関心を

抱かせる効果的な内容となるよう工夫を施すこと。 

(3) 受注者は、業務実施の手順、方法等について監督職員と密接な

連絡を取り、業務に円滑な進捗を図るものとする。 

(4) 受注者は、常に業務内容を把握し、業務期間中であっても監督

職員が資料の提出を求めたときは、速やかにこれに応じるもの

とする。 
 
 
 

本業務における数量及び作業項目は次のとおりである。 

 

【数量】 

  ・パンフレット 500部 

（カラー、両面、A1判経本3つ山2つ折り、A4仕上げ） 

  ・成果品DVD-R 1枚 

（PDF版 一式、編集可能なデータ※ 一式） 

 

【作業項目表】 

 

作業項目 規格・数量 

1．デジタル（DTP）制作 

 ・編集                

 ・データ作成 

- 文字、デジタルカメラ画像変換 

- カラー画像入力 

- 図版トレース、罫表作成 

 ・DTP編集（貼り込み、修正1校含む） 

 ・色校正出力（簡易校正、DDCP） 

・打合せ（初回、第1校、最終校） 

 

2．刷版（CTP出力、A全判） 

 

3．印刷（A全判、4色カラー） 

 

 

 

一式 

一式 

一式 

A4カラー 

A1両面 

計3回 

 

A1両面 

 

A1 

両面 

 

 



 
 

項    目 内                 容 
備

考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(打合せ) 

第 4 条  

 

 

 

 

 

(成果物) 

第 5-1 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※印刷原稿の完成イメージは、別添「淀調の概要（令和7年3月発

行）を参照すること。 

 

※発注者は受注者に対し、「淀調の概要（令和7年3月発行）」の原

稿データ（Adobe Illustrator形式）を提供する。 

  

※文章面の原稿は発注者が作成したものを原案とし、それをもと

に受注者がデザインやレイアウトを発案し最終原稿を仕上げる

ものとする。 

 

※地図面作成にあたっての留意点 

・高速道路、区域図の時点修正について、不明点がある場合

は、その都度、発注者に確認しながら作業を進めること。 

・校正（ゲラの確認）については、刷り上がりのイメージが分

かるよう、等倍に印刷出力した資料を作成・提出すること。 

 

※「編集可能なデータ」について 

データの形式については、Adobe IllustratorやAdobe InDesign

など自由とするが、次回編集作業時に円滑にデータ移行できる

よう、市販されており国内において入手可能であり、各ソフト

に対し互換性をもつソフトであること。 

 

 

 

打合せは、次の段階で行うものとする。 

第１回 作業着手段階 

第２回 初校段階 

第３回 最終校段階 

 

 

 

成果品は、以下のものを提出すること。 

  ・概要パンフレット 500部 

・成果物の電子データ（DVD-R 1枚） 

   

 

 

作業項目 規格・数量 

4．製本・諸加工 

 ・化粧断ち（光沢加工物） 

 ・折り（経本3つ山2つ折り） 

 

5．用紙 

 ・マットコート紙（菊判62.5kg） 

 

6．その他 

 ・成果品DVD-R 

 

A1 

A4仕上げ 

 

 

一式 

 

 

一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

項    目 内                 容 
備

考 

 

(成果物の提出先) 

第 5-2 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

(成果物の納期） 

第 5-3 条 

 

 

(成果物の著作権) 

第 5-4 条 

 

 

 

 

 

（一括再委託等の禁止） 

第 6 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（グリーン購入法の

適合） 

第 7 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果物の提出先は、次のとおりとする。 

施設名： 近畿農政局 淀川水系土地改良調査管理事務所 

住 所： 〒612-0855 

京都府京都市伏見区桃山町永井久太郎56番地 

  担当者： 保全計画課 笹倉 

       電話番号：075-602-1313 

       メールアドレス：chikashi_sasakura480@maff.go.jp 

 

 

 

成果物の納期は、令和8年3月30日（月）とする。 

 

 

 

本業務で作成したデータ等、成果物の著作権は、発注者が有するも

のとし、今後、発注者が第三者に委託して、成果として納入されたデ

ータを基にパンフレットの改訂作業を行うことを妨げないものとす

る。 

 

 

 

受注者は、業務の一部を一括して、または本仕様書において指定し

た作業の主たる部分を第三者に委託し、または請け負わせてはなら

ない。 

受注者は、業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせること

（以下「再委託」という）を必要とする時は、あらかじめ、書面によ

り発注者の承諾を得なければならない。ただし、再委託ができる業務

は、原則として請負代金額に占める再委託金額の割合が50％以内の

業務とする。 

受注者は、発注者から承諾を得た再委託について、その内容を変更

する必要が生じた時は、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得な

ければならない。 

 

 

 

 

本業務による成果物は、「国等による環境物品等の調達の推進等に

関する法律（グリーン購入法）」第６条に基づく「環境物品等の調達

の推進に関する基本方針」（令和7年1月28日変更閣議決定）に定める

判断基準・配慮事項を満たしたものであること。 

ただし、当該基準を満たす製品を納入することが困難な場合には、

発注者の了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

項    目 内          容 備考 

 

(定めなき事項) 

第 8 条 

 

 

発注者と請負者による協議事項は、次のとおりとする。 

(1) 第3条に示す「作業内容及び数量」に変更が生じた場合。 

(2) 第4条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。 

(3) 第5-1条に示す「成果物」に変更が生じた場合。 

(4) 第5-3条に示す「成果物の納期」に変更が生じた場合。  

(5)その他 

 

なお、この特別仕様書に定めなき事項、又はこの業務の実施にあ

たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するもの

とする。 

 

 



別添




